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成
年
後
見
制
度
の
経
緯
と

利
用
促
進
の
た
め
の
施
策
は

　
認
知
症
高
齢
者
や
親
族
等
に
よ
る
成
年
後
見
の
困

難
な
者
の
増
加
を
見
込
み
、そ
れ
ま
で
の
禁
治
産
者
・

準
禁
治
産
者
制
度
に
代
わ
っ
て
制
定
さ
れ
た
成
年
後

見
制
度
（
２
０
０
０
（
平
成
12
）
年
4
月
施
行
）
は
、

認
知
症
、
精
神
障
害
、
知
的
障
害
等
に
よ
り
判
断
能

　現在の成年後見制度は、身上保護よりも財産管理を
重視し利用者本人のニーズと合わないケースや、法定
後見では終了原因が限定されていること等により重要
な課題が解決した後も制度利用を止めることができな
いケース等があることから、利用者数の伸びは小幅と
なっています。制度の運用改善に向けて検討してきた
成年後見制度利用促進専門家会議では、2021（令
和3）年12月 22日に「第二期成年後見制度利用
促進基本計画に盛り込むべき事項（最終とりまとめ）」
を公表しました。その内容をみていきます。

力
が
不
十
分
で
あ
る
た
め
法
律
行
為
に
お
け
る
意
思

決
定
が
困
難
な
方
々
に
つ
い
て
、
本
人
の
権
利
を
守

る
た
め
に
選
任
さ
れ
た
援
助
者
（
成
年
後
見
人
等
）

に
よ
り
、本
人
を
法
律
的
に
支
援
す
る
制
度
で
あ
る
。

　
成
年
後
見
制
度
に
は
法
定
後
見
制
度
と
任
意
後
見

制
度
が
あ
り
（
図
１
）、
こ
の
う
ち
法
定
後
見
に
つ

い
て
は
、本
人
の
判
断
能
力
に
応
じ
て
「
後
見
」、「
保

佐
」、「
補
助
」
の
３
つ
の
制
度
に
分
か
れ
て
い
る
（
図

２
）。

図表1・2…�第７回成年後見制度利用促進会議　参考資料11　成年後見制度の現状より
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①本人と任意後見人との間で、本人の生活、療養看護及び
財産管理に関する事務について任意後見人に代理権を
与える旨の契約（任意後見契約）を締結 → この契約は、
公証人が作成する公正証書により締結する必要がある。

②本人の判断能力が不十分になった後に、家庭裁判所に対
し、任意後見監督人の選任の申立てを行う。

家庭裁判所に後見等の開始の申立てを行う必要がある。

本人が十分な判断能力を有する時に、あらかじめ、任意後見
人となる者や将来その者に委任する事務（本人の生活、療養
看護及び財産管理に関する事務）の内容を定めておき、本人
の判断能力が不十分になった後に、任意後見人がこれらの
事務を本人に代わって行う制度

本人の判断能力が不十分になった後に，家庭裁判所によっ
て選任された成年後見人等（成年後見人、保佐人、補助人）
が本人を法律的に支援する制度
本人の判断能力に応じて、「後見」、「保佐」、「補助」の３つの
制度がある。

本人、配偶者、四親等内の親族、任意後見人となる者本人、配偶者、四親等内の親族、検察官、市町村長など

任意後見契約で定めた範囲内で代理することができるが、本
人が締結した契約を取り消すことはできない。

制度に応じて、一定の範囲内で代理したり，本人が締結した
契約を取り消すことができる。

全件で選任される。必要に応じて家庭裁判所の判断で選任される。後見監督人等（注）の選任

制度の概要

法定後見制度（詳細は、図2参照） 任意後見制度

申立手続

申立てをすることが
できる人
成年後見人等、
任意後見人の権限

成年後見制度の概要図１

申立ての範囲内での家庭裁判
所が審判で定める「特定の法
律行為」（民法13条1項所定
の行為の一部）

判断能力が不十分な方判断能力が欠けているのが通
常の状態の方 判断能力が著しく不十分な方

同上
 （注２）（注４）

日常生活に関する行為以外の
行為

同上 
（注２）（注３）（注４）

同左
 （注１）

財産に関するすべての法律行
為

申立ての範囲内で家庭裁判所
が審判で定める「特定の法律
行為」（注１）

本人、配偶者、四親等内の親族、検察官、市町村長など（注１）

株式会社の取締役等（注５）（注６）

民法13条1項所定の行為 
（注２）（注３）（注４）

後　見 保　佐 補　助

制度を利用した場合の
資格などの制限

成年後見人等に与えら
れる代理権の範囲

対象となる方

取消しが可能な行為

申立てをすることが
できる人
成年後見人等（成年後
見人・保佐人・補助人）
の同意が必要な行為

後見・保佐・補助の違い図2

（注）後見監督人等＝法定後見制度における後見監督人、保佐監督人、補助監督人
　　　　　　　  　　任意後見制度における任意後見監督人

（注１）本人以外の者の申立てにより、保佐人に代理権を与える審判をする場合、本人の同意が必要になります。補助開始の審
判や補助人に同意権・代理権を与える審判をする場合も同じです。

（注２）民法 13 条 1 項では、借金、訴訟行為、相続の承認・放棄、新築・改築・増築などの行為があげられています。
（注３）家庭裁判所の審判により、民法 13 条 1 項の所定の行為以外についても、同意権・取消権の範囲とすることができます。
（注４）日用品の購入など日常生活に関する行為は除かれます。
（注５）これまで、各種の法律において、本制度を利用することにより、医師、税理士等の資格や公務員等の地位を失うなど、

本人の権利を制限する規定が定められていましたが、令和元年に「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等
を図るための関係法律の整備に関する法律」が成立し、上記権利を制限する規定は削除されました。

（注６）令和元年に「会社法の一部を改正する法律」等が成立し，成年被後見人及び被保佐人も株式会社の取締役に就任できる
こととなりました。もっとも，取締役等は，その資質や能力等も踏まえて株主総会で選任されるため，取締役等への就
任後に判断能力が低下して後見開始の審判を受けた場合には，一旦はその地位を失うこととされており，再び取締役等
に就任するためには，改めて株主総会の決議等の所定の手続を経る必要があります。
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し
て
き
た
信
用
組
合
や
信
用
金
庫
で
成
年
後
見
制
度

支
援
預
貯
金
の
口
座
を
開
設
で
き
る
よ
う
に
し
た
も

の
で
あ
る（
仕
組
み
は
後
見
制
度
支
援
信
託
と
同
様
。

出
金
に
家
庭
裁
判
所
の
許
可
を
必
要
と
す
る
預
貯

金
）。

体
制
整
備
が
一
部
で
進
ま
な
い
要
因
や

そ
の
他
の
課
題

　
第
一
期
計
画
で
は
、中
間
年
度（
２
０
１
９（
令
和

元
）
年
度
）
に
お
い
て
各
施
策
の
進
捗
状
況
を
踏
ま

え
、
個
別
の
課
題
の
整
理
・
検
討
を
行
う
こ
と
と
さ

れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
２
０
１
９
（
令
和
元
）
年
５

月
30
日
に
、K
P
I
（
評
価
指
標
）
が
設
定
さ
れ
た
。

そ
の
結
果
を
み
る
と
、
全
１
７
４
１
市
区
町
村
の
う

ち
、
制
度
の
周
知
を
行
っ
て
い
る
の
は
５
５
９
、
市

町
村
計
画
を
策
定
し
た
の
は
１
３
４
、
中
核
機
関
を

整
備
し
た
の
は
５
８
９
（
い
ず
れ
も
２
０
１
９
（
令

和
元
）
年
10
月
時
点
）
等
と
な
っ
て
い
る
。

　
こ
の
内
容
を
受
け
て
、
成
年
後
見
制
度
利
用
促
進

専
門
家
会
議
で
は
、
２
０
１
９
（
令
和
元
）
年
9
月

か
ら
中
間
検
証
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
を
設
置
し
、

２
０
２
０
（
令
和
２
）
年
3
月
17
日
に
中
間
検
証
報

告
書
を
と
り
ま
と
め
た
。
同
報
告
書
で
は
、
後
見
人

等
向
け
意
思
決
定
支
援
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
策
定
、
意

思
決
定
支
援
研
修
の
全
国
的
な
実
施
、
Ｋ
Ｐ
Ｉ
達
成

に
向
け
た
さ
ら
な
る
取
り
組
み
の
推
進
、
後
見
制
度

支
援
預
貯
金
の
さ
ら
な
る
導
入
促
進
、
医
療
等
に
係

る
意
思
決
定
支
援
が
困
難
な
人
へ
の
支
援
等
を
今
後

の
対
応
と
し
て
示
し
た
。

　
こ
う
し
た
施
策
の
積
み
重
ね
の
結
果
、
成
年
後
見

制
度
の
利
用
者
数
は
近
年
、
漸
増
傾
向
に
あ
る
が
、

利
用
者
数
は
認
知
症
高
齢
者
や
知
的
障
害
者
、
精
神

　
な
お
制
度
開
始
か
ら
こ
れ
ま
で
、
利
用
を
促
進
す

る
た
め
、
介
護
保
険
の
地
域
支
援
事
業
に
、
高
齢
者

に
対
す
る
虐
待
防
止
等
の
「
権
利
擁
護
事
業
」
を
必

須
事
業
化
（
改
正
介
護
保
険
法
／
２
０
０
６
（
平
成

18
）
年
4
月
～
）、
市
町
村
が
後
見
等
の
業
務
を
適

正
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
人
材
の
育
成
・
活
用
を
図

る
体
制
整
備
の
努
力
義
務
規
定
の
新
設
（
改
正
老
人

福
祉
法
／
２
０
１
２
（
平
成
24
）
年
4
月
～
）
と
い

っ
た
法
改
正
の
ほ
か
、
予
算
措
置
と
し
て
市
民
後
見

推
進
事
業
（
２
０
１
１
（
平
成
23
）
～
２
０
１
４
（
同

26
）
年
度
）、権
利
擁
護
人
材
育
成
事
業
（
２
０
１
５

（
平
成
27
）
年
度
～
）、
成
年
後
見
利
用
促
進
連
携
・

相
談
体
制
整
備
事
業
（
２
０
１
７
（
平
成
29
）
年
度

～
）
等
が
行
わ
れ
て
き
た
。

　
ま
た
、２
０
１
６
（
平
成
28
）
年
5
月
施
行
の
「
成

年
後
見
制
度
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
」
に
基

づ
き
、
成
年
後
見
制
度
利
用
促
進
基
本
計
画
（
第
一

期
計
画
／
２
０
１
７
（
平
成
29
）
～
２
０
２
１
（
令

和
3
）
年
度
の
お
お
む
ね
５
年
間
が
対
象
）
を
国
が

策
定
、
市
町
村
に
は
国
の
計
画
を
勘
案
し
て
市
町
村

計
画
を
策
定
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
。

　
こ
の
第
一
期
計
画
で
は
、
①
利
用
者
が
メ
リ
ッ
ト

を
実
感
で
き
る
制
度
・
運
用
の
改
善
、
②
権
利
擁
護

支
援
の
地
域
連
携
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
づ
く
り
、
③
不
正

防
止
の
徹
底
と
利
用
し
や
す
さ
と
の
調
和
、
等
が
施

策
目
標
と
さ
れ
た
。

　
①
に
つ
い
て
は
、
財
産
管
理
の
み
な
ら
ず
意
思
決

定
支
援
・
身
上
保
護
も
重
視
し
た
適
切
な
後
見
人
の

選
任
・
交
代
、
本
人
の
置
か
れ
た
生
活
状
況
等
を
踏

ま
え
た
診
断
内
容
に
つ
い
て
記
載
で
き
る
診
断
書
の

あ
り
方
の
検
討
が
示
さ
れ
、
各
地
域
に
お
い
て
適
切

な
後
見
人
候
補
を
家
庭
裁
判
所
に
推
薦
す
る
取
り
組

み
を
順
次
実
施
。
２
０
１
９
（
平
成
31
）
年
１
月
に

は
最
高
裁
判
所
か
ら
各
家
庭
裁
判
所
に
「
適
切
な
後

見
人
の
選
任
等
に
関
す
る
基
本
的
考
え
方
」（
親
族

等
の
候
補
者
が
い
る
場
合
、
ま
ず
親
族
を
選
任
す
る

方
向
で
検
討
す
る
こ
と
や
柔
軟
に
後
見
人
の
交
代
を

行
う
こ
と
）
を
情
報
提
供
、
各
家
庭
裁
判
所
で
は
専

門
職
団
体
と
の
意
見
交
換
を
行
い
、
一
部
で
は
前
記

の
基
本
的
考
え
方
に
沿
っ
た
運
用
を
開
始
し
た
。
ま

た
、
最
高
裁
判
所
が
診
断
書
の
書
式
を
改
訂
し
、

２
０
１
９
（
平
成
31
）
年
4
月
か
ら
運
用
を
開
始
し

て
い
る
。

　
②
に
つ
い
て
は
、
⒜
制
度
の
広
報
、
⒝
制
度
利
用

の
相
談
、
⒞
制
度
利
用
促
進
（
受
任
調
整
等
）、
⒟

後
見
人
支
援
等
の
機
能
の
整
備
と
、
本
人
を
見
守
る

「
チ
ー
ム
」、
地
域
の
専
門
職
団
体
等
の
協
力
体
制

（「
協
議
会
」）、
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
を
行
う
「
中
核
機

関
」
の
整
備
が
示
さ
れ
、
⒜
～
⒟
の
４
つ
の
機
能
整

備
や
中
核
機
関
等
の
体
制
整
備
に
関
す
る
各
種
手
引

き
の
作
成
、
研
修
の
実
施
、
地
域
の
先
進
的
事
例
の

周
知
等
が
行
わ
れ
て
き
た
。
な
お
、
２
０
１
８
（
平

成
30
）
年
度
か
ら
中
核
機
関
の
運
営
費
に
係
る
交
付

税
が
、
２
０
１
９
（
令
和
元
）
年
度
か
ら
中
核
機
関

の
立
ち
上
げ
・
先
進
的
な
取
り
組
み
へ
の
予
算
補
助

が
措
置
さ
れ
て
い
る
。

　
③
に
つ
い
て
は
、
後
見
制
度
支
援
信
託
（
本
人
の

財
産
の
う
ち
、
日
常
的
な
支
払
を
す
る
の
に
必
要
十

分
な
金
銭
を
預
貯
金
等
と
し
て
後
見
人
が
管
理
し
、

通
常
使
用
し
な
い
金
銭
を
信
託
銀
行
等
に
信
託
す
る

仕
組
み
）
に
並
立
・
代
替
す
る
新
た
な
方
策
の
検
討

が
示
さ
れ
、
２
０
１
８
（
平
成
30
）
年
3
月
、
金
融

関
係
団
体
や
関
係
省
庁
等
に
よ
り
、
成
年
後
見
制
度

支
援
預
貯
金
の
考
え
方
を
と
り
ま
と
め
、
金
融
機
関

に
お
い
て
順
次
導
入
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
信
託
銀
行

等
が
近
隣
に
な
い
人
で
も
、
本
人
が
日
常
的
に
利
用
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